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１０月～３月の

ライト点灯推奨時間

は１６時です。

冬は日の入りが早く、日の出が遅いため、外が暗い時間が長くなります。

自転車に乗る際には早めにライトを点灯したり、歩行者は明るい色の服装で、反射材を身につける等、周り

に自分の存在を示し、交通事故にあわないように気をつけましょう。

また、自動車や二輪車を運転する際にも、早めにライトを点灯する、対向車や先行車がいないときにはハイ

ビームを活用する等、歩行者や自転車を早めに発見しやすいように努めましょう。

道路交通法の一部改正により、以下の

ようになりました。

○携帯電話使用等（保持）・・・通話（保
持）、画像注視（保持）する行為

→罰則強化
○携帯電話使用等（交通の危険）・・・
通話（保持）、画像注視（保持）、画像注視

（非保持）することによって交通の危険を生

じさせる行為

→罰則強化
○運転免許証の再交付について

→運転免許証の再交付を申請すること
ができる場合として、記載事項の変更

届出をしたとき等が追加

○運転経歴証明書について

→運転免許証を自主返納した者だけで
なく、運転免許を失効した者も運転経

歴証明書の交付申請が可能

詳しくはチラシをチェック！


